
八戸都市計画 用途地域の変更（八戸市決定）

　都市計画用途地域を次のように変更する。

種　　類 面　　積
建築物の
容積率

建築物の
建ぺい率

外壁の
後退距離
の限度

建築物の
敷地面積の
最低限度

建築物の
高さの
限　度

第一種低層住居 約 1,520 ha 8／10以下 5／10以下 － － 10ｍ 26 ％

専用地域 約 42 ha 15／10以下 6／10以下 － － 10ｍ 1 ％

小　　計 約 1,562 ha 27 ％

第二種低層住居 約 80 ha 8／10以下 5／10以下 － － 10ｍ 1 ％

専用地域

第一種中高層住 約 290 ha 20／10以下 6／10以下 － － － 5 ％

居専用地域

第二種中高層住 約 740 ha 20／10以下 6／10以下 － － － 13 ％

居専用地域

第一種住居地域 約 810 ha 20／10以下 6／10以下 － － － 14 ％

第二種住居地域 約 197 ha 20／10以下 6／10以下 － － － 3 ％

準住居地域 約 69 ha 20／10以下 6／10以下 － － － 1 ％

近隣商業地域 約 142 ha 20／10以下 8／10以下 － － － 2 ％

商業地域 約 196 ha 40／10以下 － － － － 3 ％

約 31 ha 60／10以下 － － － － 1 ％

小　　計 約 227 ha 4 ％

準工業地域 約 429 ha 20／10以下 6／10以下 － － － 7 ％

工業地域 約 375 ha 20／10以下 6／10以下 － － － 6 ％

工業専用地域 約 970 ha 20／10以下 6／10以下 － － － 17 ％

合　　計 約 5,891 ha 100 ％

変更理由

　区域区分の変更に伴い､隣接する港湾施設と一体となった合理的な土地利用を図るため､本案の
とおり用途地域を変更するものである。

その他
及び
備　考



八戸都市計画用途地域の変更（八戸市決定）

　新旧対照表 上段：変更前

下段：変更後

外壁の 建築物の 建築物の

種　　類 面　　積 後退距離 敷地面積の 高さの

の限度 最低限度 限　度

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

第一種低層住居 約 1,520 ha 8／10以下 5／10以下 － － 10ｍ 26 ％

専用地域 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

約 42 ha 15／10以下 6／10以下 － － 10ｍ 1 ％

〃 〃

小　　計 約 1,562 ha 27 ％

第二種低層住居 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

専用地域 約 80 ha 8／10以下 5／10以下 － － 10ｍ 1 ％

第一種中高層住 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

居専用地域 約 290 ha 20／10以下 6／10以下 － － － 5 ％

第二種中高層住 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

居専用地域 約 740 ha 20／10以下 6／10以下 － － － 13 ％

第一種住居地域 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

約 810 ha 20／10以下 6／10以下 － － － 14 ％

第二種住居地域 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

約 197 ha 20／10以下 6／10以下 － － － 3 ％

準住居地域 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

約 69 ha 20／10以下 6／10以下 － － － 1 ％

近隣商業地域 〃 〃 〃 〃 〃 3

約 142 ha 20／10以下 8／10以下 － － － 2 ％

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

商業地域 約 196 ha 40／10以下 － － － － 3 ％

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

約 31 ha 60／10以下 － － － － 1 ％

〃 〃

小　　計 約 227 ha 4 ％

準工業地域 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

約 429 ha 20／10以下 6／10以下 － － － 7 ％

工業地域 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

約 375 ha 20／10以下 6／10以下 － － － 6 ％

工業専用地域 908 〃 〃 〃 〃 〃 16

約 970 ha 20／10以下 6／10以下 － － － 17 ％

5,829 〃

合　　計 約 5,891 ha 100 ％

建築物の
容積率

建築物の
建ぺい率

その他

及び

備　考



変 更 理 由 書

八戸都 市 計 画 用 途 地 域 の 変 更 に つ い て

○ 用 途 地 域 を 変 更 す る 地 区 、 面 積 及 び 用 途

１ ． 八 太 郎 ２ 号 埠 頭 地 区 5.9 h a 工 業 専 用 地 域

２ ． 河 原 木 １ 号 埠 頭 地 区 56.3 h a 工 業 専 用 地 域

○ 変 更 理 由

今 回 変 更 す る ２ 地 区 は 、 区 域 区 分 の 見 直 し に よ り 、 市 街 化 調 整 区 域 か ら

市 街 化 区 域 に 変 更 が 予 定 さ れ て い る 地 区 で あ り 、 現 在 用 途 地 域 は 無 指 定 と

な っ て い る 。

２ 地 区 と も 港 湾 施 設 用 地 整 備 を 目 的 に 、 八 太 郎 ２ 号 埠 頭 地 区 で は 平 成 １ ３

年 に 埋 め 立 て が 完 了 し 、 現 在 多 目 的 国 際 物 流 タ ー ミ ナ ル と し て 外 内 貿 コ ン

テ ナ 貨 物 の 荷 さ ば き 施 設 と し て 使 用 さ れ て い る 。

ま た 、 河 原 木 １ 号 埠 頭 地 区 は 平 成 ２ １ 年 に 埋 め 立 て が 完 了 し 、 現 在 物 流 、

港 湾 業 務 、 緑 地 レ ク リ エ ー シ ョ ン 機 能 等 を 有 す る 埠 頭 と し て 使 用 さ れ て お り 、

隣 接 す る 港 湾 施 設 と 一 体 と な っ た 合 理 的 な 土 地 利 用 を 図 る た め 、 同 一 の 用

途 地 域 で あ る 工 業 専 用 地 域 と す る も の で あ る 。



字名一覧表

変更する都市計画の種類 追加される土地の区域 変更される土地の区域

用途地域 大字河原木字海岸の一部
豊洲の一部



都市計画の策定の経緯の概要

八戸都市計画用途地域の変更

事 項 時 期 備 考

県への事前協議 平成22年 2月 4日

説明会 平成22年 3月 1日

計画案の縦覧 平成22年 6月 1日 から(2週間)

平成22年 6月14日 まで

八戸市都市計画審議会 平成22年 6月23日

知事の同意 平成22年 9月 2日

決定告示 平成22年 9月13日 八戸市告示第２６４号



臨港地区の指定

区域区分の変更
用途地域の変更

②河原木１号埠頭地区

臨港地区の指定
④河原木２号埠頭地区

③八太郎地区
臨港地区の指定

①八太郎２号埠頭地区
区域区分の変更
用途地域の変更
臨港地区の指定

－　１　－

凡        例
変 更 区 域

総 括 図
議案第１号　八戸都市計画区域区分の変更（青森県決定）
議案第２号　八戸都市計画用途地域の変更（八戸市決定）
議案第３号　八戸都市計画臨港地区の変更（青森県決定）




